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お
知
ら
せ

嶺
公
園
秋
の
彼
岸
に
バ
ス
を
増
発

　

９
月
20
日
㈬
か
ら
26
日
㈫
ま
で
、
嶺
公

園
行
き
の
臨
時
バ
ス
を
運
行
。
定
期
運
行

に
加
え
て
左
表
の
と
お
り
増
発
し
ま
す
。

料
金
は
Ｊ
Ｒ
前
橋
駅
北
口
か
ら
嶺
公
園
ま

で
片
道
５
６
０
円
で
す
。

問
公
園
緑
地
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
４
５

特
殊
建
築
物
は
定
期
報
告
を

　

大
勢
の
人
が
利
用
す
る
特
殊
建
築
物
は
、

そ
の
状
態
を
定
期
的
に
調
査
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
次
に
該
当
す
る
建
築
物
の
所

有
者
か
管
理
者
は
、
資
格
の
あ
る
専
門
家

に
調
査
を
依
頼
し
、
定
期
報
告
書
を
10
月

２
日
㈪
か
ら
11
月
30
日
㈭
ま
で
に
市
役
所

建
築
指
導
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
一
定
規
模
以
上
の
観
覧
場
（
屋
外
観
覧

場
を
除
く
）、
公
会
堂
か
集
会
場

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

建
築
確
認
と
完
了
検
査
を
忘
れ
ず
に

　

カ
ー
ポ
ー
ト
や
物
置
な
ど
を
建
築
す
る

場
合
は
、
プ
レ
ハ
ブ
製
で
あ
っ
て
も
建
築

確
認
申
請
が
必
要
で
す
。
な
お
、
防
火
・

準
防
火
地
域
以
外
で
10
平
方
㍍
以
内
の
範

囲
で
増
築
な
ど
を
す
る
場
合
は
省
略
で
き

る
こ
と
も
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
完
了
検
査
は
建
築
基
準
法
で
定

め
ら
れ
た
建
築
主
の
義
務
で
す
。
受
検
し

て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
建
築
物
の
安
全

性
が
建
築
基
準
法
上
担
保
さ
れ
ず
、
不
動

産
の
売
買
や
増
築
時
に
不
利

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

木
造
住
宅
の
耐
震
性
を
プ
ロ
が
調
査

　

耐
震
診
断
調
査
資
格
者
が
耐

震
診
断
を
実
施
。
地
震
に
弱
い

部
分
や
倒
壊
す
る
可
能
性
の
有

無
を
調
べ
ま
す
。
耐
震
性
が
不
足
す
る
場

合
は
、
耐
震
改
修
工
事
な
ど
に
関
す
る
説

明
や
相
談
を
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
市
内
の
木

造
住
宅
。
❶
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
し
た
一
戸
建
て
の
住
宅
か
併
用
住
宅

（
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
２
分
の
１
以
上
）

❷
平
屋
か
２
階
建
て
❸
在
来
軸
組
工
法
で

建
築

持
印
鑑
、
確
認
通
知
書
な
ど
の
図
面
（
建

築
確
認
時
の
図
面
が
な
い
場
合
は
別
途
費

用
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

￥
１
，
０
０
０
円
（
診
断
者
の
交
通
費
は

負
担
）

申
９
月
22
日
㈮
ま
で
に
市
役
所
建
築
指
導

課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２
）

へ
直
接

斎
場
使
用
料
の
取
り
扱
い
が
変
更

10
月
１
日
㈰
か
ら
斎
場
使
用
料
の
取
り

扱
い
を
変
更
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
死
亡

者
か
申
請
者
が
市
民
の
場
合
は
市
内
料
金

で
あ
っ
た
も
の
を
変
更
。
死
亡
者
が
市
民

の
場
合
の
み
市
内
料
金
と
し
ま
す
。

問
斎
場

☎
０
２
７
‐
２
２
４
‐
２
７
７
７

大
規
模
土
地
取
引
は
届
け
出
を

10
月
１
日
㈰
は
土
地
の
日
、
10
月
は
土

地
月
間
で
す
。
一
定
面
積
以
上
の
土
地
取

引
を
し
た
場
合
は
、
契
約
日
か
ら
14
日
以

内
に
市
役
所
都
市
計
画
課
へ
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

届
け
出
が
必
要
な
面
積
＝
市
街
化
区
域
は

２
，
０
０
０
平
方
㍍
以
上
、
市
街
化
区
域

以
外
の
都
市
計
画
区
域
内
は
５
，
０
０
０

平
方
㍍
以
上
、
都
市
計
画
区
域
外
は
１
万

平
方
㍍
以
上

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

●
不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

　

土
地
・
建
物
価
格
や
地
代
、
家
賃
な
ど

の
相
談
が
無
料
で
で
き
ま
す
。

時
10
月
３
日
㈫
10
時
〜
15
時

場
市
役
所
11
階
北
会
議
室

問
県
地
域
創
生
課

☎
０
２
７
‐
２
２
６
‐
２
３
６
６

差
押
不
動
産
を
公
売
し
ま
す

　

県
・
市
町
村
合
同
公
売
を
開
催
。
差
し

押
さ
え
た
不
動
産
を
左
表
の
と
お
り
期
間

入
札
形
式
で
公
売
し
ま
す
。
詳
し
く
は
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

入
札
期
間
＝
11
月
６
日
㈪
〜

17
日
㈮
、
９
時
〜
17
時

問
収
納
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
３
０

屋
外
広
告
物
を
適
正
に
管
理
し
て

　

屋
外
広
告
物
と
は
屋
外
で
継
続
し
て
公

衆
に
向
け
て
表
示
・
設
置
す
る
広
告
物
の

こ
と
。
本
市
で
は
屋
外
広
告
物
条
例
で
、

屋
外
広
告
物
の
管
理
義
務
や
大
き
さ
・
表

示
面
積
・
表
示
場
所
の
ル
ー
ル
を
定
め
て

い
ま
す
。
表
示
の
際
は
、
原
則
と
し
て
許

可
が
必
要
。
業
者
に
依
頼
す
る
場
合
は
必

ず
本
市
の
登
録
を
受
け
た
業
者
に
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

●
適
正
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

　

老
朽
化
や
整
備
不
良
に
よ
る
事
故
が
各

地
で
発
生
し
て
い
ま
す
。
日
常
の
目
視
点

検
に
加
え
、
定
期
的
に
専
門
業
者
に
よ
る

安
全
点
検
を
実
施
す
る
な
ど
、
屋
外
広
告

物
の
安
全
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

●
違
反
広
告
物
の
是
正
指
導
を
実
施

　

本
市
で
は
市
内
主
要
幹
線
道
路
沿
線
を

対
象
に
、
違
反
広
告
物
の
是
正
指
導
を
計

画
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

問
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
７
４

都
市
計
画
変
更
案
閲
覧
と
公
聴
会

　

都
市
計
画
の
変
更
案
の
閲
覧
と
公
聴
会

を
開
催
し
ま
す
。

変
更
内
容
＝
前
橋
都
市
計
画
下
水
道
前
橋

水
質
浄
化
セ
ン
タ
ー
の
変
更
、
前
橋
都
市

計
画
汚
物
処
理
場
１
号
前
橋
市
し
尿
処
理

施
設
の
廃
止

時
９
月
７
日
㈭
〜
21
日
㈭
（
土
日
曜
・
祝

日
を
除
く
）

場
市
役
所
都
市
計
画
課

公
述
申
出
書
の
提
出
＝
公
聴
会
で
意
見
の

発
表
を
希
望
す
る
公
述
人
は
、
９
月
21
日

㈭
（
必
着
）
ま
で
に
公
述
申
出
書
に
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
変
更
案
に
つ

い
て
利
害
関
係
と
意
見
の
要
旨
（
４
０
０

字
以
内
）
を
記
入
し
、
市
役
所
都
市
計
画

課
へ

●
公
聴
会

　

傍
聴
希
望
者
は
当
日
会
場
へ
直
接
お
越

し
く
だ
さ
い
。
公
述
人
が
い
な
い
場
合
は

公
聴
会
の
開
催
を
中
止
。
そ
の
場
合
、
閲

覧
場
所
と
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

時
９
月
27
日
㈬
10
時

場
前
橋
水
質
浄
化
セ
ン
タ
ー

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
４

建
築
物
の
防
災
徹
底
し
て

　

８
月
30
日
か
ら
９
月
５
日
㈫
ま
で
は
全

国
一
斉
の
建
築
物
防
災
週
間
で
す
。
日
頃

か
ら
建
築
物
の
維
持
保
全
を
適
正
実
施
す

る
こ
と
で
、
事
故
防
止
や
建
築
物
の
寿
命

を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
有
者
・

管
理
者
は
建
築
物
を
い
つ
も
適
法
な
状
態

に
維
持
す
る
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

嶺公園行き臨時バス時刻表（増発分のみ）

行き先 停留所

通過予定時刻

全日 土日曜
･祝日

嶺公園

前橋駅 7:10 9:00 11:10 13:25 15:19

坂下 7:12 9:02 11:12 13:27 15:21

中央駅 7:13 9:03 11:13 13:28 15:22

県民会館前 7:15 9:05 11:15 13:30 15:24

附属小前 7:16 9:06 11:16 13:31 15:25

若宮十字路 7:18 9:08 11:18 13:33 15:27

県営住宅前 7:22 9:12 11:22 13:37 15:31

小神明三 路 7:24 9:14 11:24 13:39 15:33

勝沢十字路 7:26 9:16 11:26 13:41 15:35

嶺公民館前 7:29 9:19 11:29 13:44 15:38

嶺公園管理事務所 7:34 9:24 11:34 13:49 15:43

嶺公園 7:40 9:30 11:40 13:55 15:49

前橋駅

嶺公園 8:15 10:05 12:00 14:05 15:55

中央駅 8:36 10:26 12:21 14:26 16:16

前橋駅 8:45 10:35 12:30 14:35 16:25

消費者の豆知識

点検商法
事例＝昨日、作業服の男性が来訪し、屋根点検を
勧められました。不具合はなかったのですが、無
料というのでお願いしました。「屋根瓦がずれて
います。このままでは雨漏りします」と 160 万
円の工事を勧められました。心配になり契約しま
したが必要な工事なのでしょうか。
回答＝これは、不安をあおり、工事契約を取り付
けようとする点検商法です。中には必要のない工
事だったり、一度契約すると次々と工事を勧めら
れたりするケースもあります。突然来訪した業者
に安易に点検させないようにしましょう。
　この場合はクーリングオフができます。工事が
必要かをよく考え、工事をする場合には複数の業
者から見積もりを取り、比較検討しましょう。

問 消費生活センター
☎０２７-８９８- １７５５

公売財産の概要

物件番号・所在地 種別 面積 最低公売価額

１ 粕川町室沢
畑
畑
宅地

土地 435㎡
土地 91㎡
土地 992.16㎡

273万円

２ 二之宮町 畑 土地 1,097㎡ 78万円

３ 小坂子町 畑 土地 2,277㎡ 54万円

４ 嶺町 畑 土地 1,107㎡ 22万円

５ 文京町一丁目
宅地
居宅

土地 191.57㎡
建物 69.42㎡

659万円

６
富士見町
市之木場

畑 土地 2,902㎡ 47万円

７
富士見町
市之木場

畑 土地 1,344㎡ 35万円

８ 大前田町 畑 土地 1,806㎡ 67万円

９ 大前田町 畑 土地 740㎡ 28万円

10 苗ヶ島町 田 土地 3,720㎡ 66万円

11 苗ヶ島町 田 土地 3,828㎡ 68万円

12 新井町 畑 土地 463㎡ 41万円

13 富士見町小暮 田 土地 2,523㎡ 89万円

14 上細井町 畑 土地 565㎡ 83万円

※種別、面積は登記簿による表示




